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子育て支援の充実強化を求める意見書 

 

少子高齢化が急速に進む中山間地域では、医師不足、専門診療科不足が

深刻であり、地域医療の維持・確保が難しくなっている。 

また、少子化の進行は、生産年齢人口の減少による経済活動の縮小に加

え、超高齢社会の到来に伴う社会保障負担の増大など、近い将来、国家的

な危機を招きかねない課題となっている。 

一方で、「地域医療を支える医師の確保、育成」、「包括的かつ継続的な

医療提供体制の確保」などの地域医療対策、「子育て支援」、「働き方改革」

などの少子化対策、更には「自立した日常生活の営みの実現」、「積極的な

社会参加の実現」などの障がい福祉施策等に対する住民ニーズは、高度化、

多様化している。 

こうした中、町村がそうしたニーズに応え、地域住民が安心して日常生

活を過ごせるようにするためには、きめ細やかな医療、福祉施策を着実に

進めていかなくてはならない。 

よって、国においては、総合的な医療・福祉・少子化対策を充実・強化

するため、次の事項について早急に適切な措置を講じられるよう強く要

望する。 

 

記 

 

１ 地方における医師や看護師、医療従事者の不足に対して、計画的な育

成、確保を推進するとともに、診療科偏在・地域偏在の抜本的な解消、恒

久的に医師や看護師、医療従事者が確保できる仕組みを早急に確立する

こと。 

また、地域医療を支えるヘき地等の診療所の運営・維持に積極的な支援

を行うこと。 

 

２ 市町村が実施している子どもの医療費助成等の地方単独事業に係る

国庫負担金・調整交付金の減額措置について、未就学児までの医療費助成

に係る国民健康保険の国庫負担の減額措置は平成 30年度から廃止された

ところであるが、本来、医療費助成は国が統一的に行うべきものであるこ

とから、未就学児までの医療費助成に係る減額措置に限らず直ちに全面

的に廃止するとともに、国の制度として子どもの医療費助成制度を創設

し、町村の財政状況に関係なく、医療を必要とする乳児・幼児・児童に対



し、適切な医療が無料で提供できる環境を整えること。 

また、子どもの医療費に限らず、重度障がい者やひとり親家庭等の医療

費の一部負担への助成を行っている地方自治体への国民健康保険に係る

国庫負担金の減額調整措置を廃止すること。 

 

３ 子ども・子育て支援新制度のさらなる質の改善に必要な財源確保を

含め、長期的な視点に立ち地域の実情に合った少子化対策の実施を可能

とするため、自由度が高く、事業の継続実施が可能となるしつかりとした

財政支援措置を講じること。 

 

４ 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施について、国と地方の役割分担

や負担の在り方について、地方と十分協議すること。 

また、事務処理等について引き続き丁寧な説明を行うとともに、実施に

支障がないよう万全の措置を講じる他、事務負担の増に伴う人件費及び

システム改修費をはじめとする諸費用等について財政支援を行うこと。 

 

５ 慢性的な保育士不足の解消に向けて、潜在保育士の活用や保育士の

処遇改善に重点を置いた雇用管理改善などの働く職場の環境改善への取

組を更に推進すること。 

 

６ 障がい者福祉施策については、サービス確保の観点から、市町村が行

う障がい児・者の福祉サービスを実施するために必要な相談支援事業所

の運営費補助制度を創設するなど、地方公共団体の負担軽減に向けた抜

本的な見直しを検討するとともに、相談支援員の確立に向けた持続可能

な制度を目指すこと。 

 

７ 今後の地域医療構想調整会議では、国が関与することなく開催され、

地域医療における医療提供体制を確保するという観点から、地域住民の

命と健康をどう守り続けていくかということをメインテーマに議論する

こと。その際には地域住民、医療関係者、自治体関係者などの声を真摯に

受け止めて、必要な病床を確保するという観点で議論を進めること。 

 

８ 居住地の別に関わらず、母子健康事業や、保健・福祉・医療等の関係

機関の連携によって効果的な運営がなされ、妊産婦や乳幼児が安心して

健康な生活が出来るよう、一貫性のある支援を行うこと。 



特に、産前・産後うつをはじめとするハイリスク群は産科施設の多職種

による早期の適切な支援により予防効果があることから、精神科あるい

は心療内科と円滑に連携可能となるようなシステムを構築すること。 

 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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